
首都圏新都市鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請 

に関する意見募集の結果について 

 

令 和 ７ 年 ８ 月 ８ 日 

国土交通省鉄道局  

 

 

  国土交通省では、令和７年４月１４日（月）から令和７年４月２８日（月）

まで、首都圏新都市鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に

ついて、e-GOVを通じてご意見を募集し、また、国土交通省ホームページ上にて

意見の募集について周知しました。 

 お寄せいただいたご意見とそれに対する考え方について、別紙のとおり公表

します。 

 皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進

にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 

電話：03-5253-8111 

 

 



首都圏新都市鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に関する 

 意見募集に対して頂いたご意見とそれに対する考え方 

  

○パブリックコメント意見提出総数：１７件  

○意見募集期間：令和７年４月１４日（月）～令和７年４月２８日（月） 

 

 ご意見 ご意見に対する考え方 

1 

首都圏新都市鉄道株式会社の令和七年四月

十一日のプレスリリースによれば運賃の上

限変更認可申請の主たる申請理由は輸送力

増強であるとされております 

輸送力が最も必要となるのは朝夕の多客時

であり、その時間の利用者のほとんどが定期

券利用者であると考えられます。 

したがって現在の運賃の改定率を、普通運

賃の負担を低減するように定められるべき

だと考えます。 

申請者によると、輸送力増強のみならず、

最高時速 130 キロでの運転を支えてきた車

両や鉄道施設等の大規模更新等への対応が

急務となっており、そうした安全・安定・安

心輸送の確保に必要不可欠な対応を着実に

実施し、今後とも持続可能な経営を行うた

め、不足する費用の一部についてお客様にご

負担をお願いすべく、運賃の上限変更認可申

請を行ったとのことです。 

 

また、その申請内容は、一律の改定率にす

るのではなく、定期 16.6%（通勤定期 20.2%、

通学定期△15.3%）に対して、定期外（普通運

賃）を 8.2%とする等、子育て世代の負担軽減

や長距離の利用促進等を考慮したものであ

るとのことです。 
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まずもって独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構への償還返済が、変更申請書に

て謳われているが、この償還返済を織り込ん

で値上げ幅が妥当なのかという点が変更理

由書からは読み取れないので詳述願いたい。 

 

また、そもそも他社変更理由の申請書にはか

なりの紙幅を割いて自助努力について詳述

されているが、首都圏新都市鉄道株式会社に

おいてはわずか４行である。沿線の乗車誘致

キャンペーンやグッズ販売についてはこれ

からもなんら必要ないし力も入れないとい

うことか。だとしたら驕りともいえる。 

 

今後土浦ないしは茨城空港方面への延伸を

考えている首都圏新都市鉄道株式会社につ

申請者によると、今回の運賃改定は、安全・

安定・安心輸送の確保に必要不可欠な設備投

資や鉄道・運輸機構債務の返済を着実に実施

し、持続可能な経営を行うため、同社のさら

なる経営努力を前提とし、不足する費用の一

部についてお客様にご負担をお願いするも

のとのことです。運賃改定の内容について

は、沿線自治体にご理解いただいているとの

ことです。また、今後とも、企画乗車券の充

実や沿線プロモーションの実施等の需要喚

起策の強化、駅構内や高架下を活用した商業

施設の拡充、鉄道グッズ販売等に努めていく

とのことです。 

 

ご指摘の茨城県内の鉄道の整備について

は、同県において独自に検討されているもの



いて、この値上げ幅では償還返済を繰り上げ

することも、延伸についての財源も確保する

ことは出来ないと本稿意見者は考えるがこ

の観点からも詳述願いたい。 

 

と承知しているところ、今回の運賃改定にお

いては、つくばエクスプレス線の建設債務の

繰上げ償還や延伸に係る費用は計上してい

ないとのことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とさせていただきま

す。 
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近時の大手民鉄の運賃改定に比べて収支率

が悪いことを踏まえれば期限に係る条件を

付す必要はないと思われる。 

国土交通省としては、今般の認可について

は、運輸審議会の答申を踏まえ、令和 13 年

3 月 31 日までの期限を設け、運賃改定後の

令和 8 年度から 3 年間（令和 10 年度まで）

の総収入と総括原価の実績を確認すること

としています。 
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運賃を上げるために、車両やホームを新しく

せず維持補修に努めなさい。 

申請者によると、まもなく開業から 20 年

を迎え、最高時速 130キロ運転を支えてきた

車両や鉄道施設等の大規模更新、混雑対策の

ための車両の長編成化の実施等が急務とな

っているとのことです。また、混雑対策のた

めの車両の長編成化（6両編成から 8両編成

へ）の実施には、車両の増備や 6両分の既存

の駅ホームに 2 両分のホームを延伸する工

事等を含んでいるとのことです。 

 

これまでも、安全・安定・安心輸送の確保

を最優先とし、日常的に車両や鉄道施設等の

保守管理を行い、その状態等に応じて必要な

補修や更新（部分的なものも含む）を実施し

てきたとのことです。今回の運賃改定は、安

全・安定・安心輸送に必要な対応を着実に実

施し、持続可能な経営を行うためにお客様に

その費用の一部の負担をお願いするもので

あり、ご理解いただきたいとのことです。 
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1）申請書中、別紙 1（変更しようとする旅客

運賃の上限の種類、額及び適用方法）と別

紙 3 の 4（旅客運賃計算方法及び適用方

法（新旧対照表））でほとんど同じもの（後

者が前者を包含する内容）が添付されて

いるがなぜか。これは、別途の書類という

1）について、申請者によると、別紙 1 は

変更しようとする旅客運賃の上限の種類、額

及び適用方法に関する内容を、別紙 3は旅客

運賃計算方法及び適用方法の全体を示すも

ので、別紙 1の内容は別紙 3に包含される内

容とのことです。 



ことか。 

2）小児普通 1 円単位運賃及び通学定期につ

いては、実施運賃でこれを定めるのでは

なく、上限運賃としてこれを定める理由

はなぜか。 

3）上記に関連して、こどもが乗り越した場

合、乗越精算機で適用されるのは 10円単

位運賃ということか。 

4）申請者は、開業時から、収支率が悪いよ

うに思われる。今般まで申請に及ばなかった

理由及び今般の申請でも収支率を低く抑え

ている理由はあるか。 

2）について、申請者によると、子育て世代

が沿線に定着することは、つくばエクスプレ

ス線及び沿線の発展にとって重要であると

の考えから、運賃施策において子育て世代の

負担軽減を図ることを明確に打ち出すべく、

普通旅客運賃（小児・1円単位）及び通学定

期旅客運賃の上限を下げる申請を行ったと

のことです。 

 

3）について、申請者によると、乗り越した

場合における精算機での精算は、きっぷ・磁

気定期券のみが対象となり 10 円単位での精

算となるとのことです。なお、IC乗車券・IC

定期券の場合、精算機ではチャージのみとな

り、1,000円・2,000円・3,000円・4,000円・

5,000円・10,000円・不足額のみの 7区分か

らチャージを行い、改札機にて 1円単位で収

受されるとのことです。（大人・小児共通） 

 

4）について、申請者によると、開業当初

から ATO（自動列車運転装置）によるワン

マン運転の導入、弾性マクラギ直結軌道の

採用による省メンテナンス化等を図り、安

全性を確保しつつ生産性を向上させてお

り、これまでは車両や鉄道施設等の経年劣

化等に伴う更新投資等が少なく、資金収支

が概ね均衡していたこと等から、申請に及

ばなかったとのことです。また、今回の改

定内容は、お客様にとって過度な負担増に

ならないように配慮しているとのことで

す。 

6 

物価上昇などにより運賃の値上げはやむを

得ないとは思います。 

一方で運賃の値上げをするのであれば何も

しないのではなく、何か目に見える形でのサ

ービス向上は必要かと思います。 

沿線人口は増加する一方であり、年々混雑は

激しくなっており、他の路線に比べてラッシ

ュ時が息苦しく感じます。地下区間の換気は

申請者によると、8 両編成化事業やそれに

伴う総合基地整備事業の推進を引き続き実

施するほか、QR乗車券・クレジットカード等

によるタッチ決済システムの導入、TXアプリ

等による情報提供や情報発信の充実等によ

るお客様の利便性の拡充等、お客様サービス

の向上を図っていくとのことです。 

混雑状況に関するご意見について、地下区



しっかりできていますでしょうか？二酸化

炭素濃度が他の路線に比べると高いかと思

いますがどうでしょうか？ 

また車内マナーも悪いです。区間快速が朝ラ

ッシュ時に六町駅に停車するようになりま

したが、足立区民は混雑していて乗り切れな

いのに無理矢理乗ろうとして押してくる、足

を踏むのが日常茶飯事です。足立区は止めな

くてもいいのではないかと思います。また夕

方ラッシュ時の通勤快速ですが、守谷以北は

ガラガラで半分以上は後続の各停に乗り換

えています。通勤快速を廃止して区間快速に

一本化することが必要ではないでしょうか。 

8 両化が 2030 年代とのことですがあまりに

も遅すぎます。最初から 8両で作っておけば

よかったはずです。工事に時間がかかるのは

しょうがないとしても一部の駅でチンタラ

作っているのであれば守谷以南だけでも早

急に 8両化をしたり、事故で廃車となった編

成の代替でもう 1 編成増備して本数を増や

すべきではないでしょうか。 

また都市軸道路の柏たなか-守谷間もいつ

になったらできるのでしょうか？常磐道は

毎週末三郷から谷田部まで渋滞しており、キ

ャパオーバーです。千葉県の道路も片側 1 車

線でまともに右折レーンもなく、いつも渋滞

しており、はっきり言ってカスです。三郷流

山橋に関しても有料化する価値がある橋な

のでしょうか？ETC すら使えないのはいかが

なものかと。 

間はトンネル内に換気装置を設置して定期

的に換気を行っているほか、列車内は空調装

置やドアの開閉時に外気を取り入れること

で換気を行っているとのことです。また、乗

車マナーについては、お客様にご協力いただ

くように引き続き努めていくとのことです。

さらに、列車種別を含めた運行ダイヤの設定

については、引き続き、お客様のご利用状況

を踏まえた、より利便性の高いものになるよ

うに検討するとのことです。 

 

また、8両編成化事業は、終電後から初電

前の限られた時間で、安全輸送の確保から営

業線の通常保守等を行いながら工事等を実

施しなければならないこと、つくばエクスプ

レス線が完全立体構造のため資材等の搬入・

搬出が総合基地等に限定されること等から、

現時点では 2030 年代前半の供用開始を目指

しているとのことです。このほか、混雑緩和

対策として、令和 6年 3月に朝ラッシュ時 1

時間当たりの最大運行本数を 26 本にするダ

イヤ改正等を実施しているとのことです。 

 

そのほか、いただいたご意見については、

今後の国土交通行政の参考とするとともに、

関係するご意見については申請者にお伝え

いたします。 
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本件認可に対して以下の条件を付して賛成し

ます。 

１ 事業者路線全線に対する立体交差の解決 

 本事業者は全線立体交差実現されている

ため問題無いと考えます。 

 大都市圏では踏切が残って社会全体の経

済損失を無視した事業者が多く運賃改定に

国土交通省が全く考慮されていないことに

憤りを感じています。 

いただいたご意見については、今後の鉄道

行政の参考とさせていただきます。 

 

なお、申請者によると、鉄道事故等報告規

則に基づく令和 6 年度輸送障害の発生は 8

件、うち自社起因の輸送障害は 5件とのこと

です。 

 

運転品質に関しては、惰行制御を取り入れ



 全ての事業者の審査の際にこれを考慮し、

踏切残存の数値公表を併せて行う事を強く

求めます。 

２ 年間列車遅延状況の考慮 

 今回一連の値上げに対して通常運行実現

率を考慮されたい 

近年、ビジネスに於いて昔以上に時間がシビ

アになっているが鉄道事業者の時間感覚は

旧態依然としている。 

乗客の時間は鉄道事業者のものでなく本来

損害を補償すべきものを免除規定で逃げて

おり社会全体の損失を無視し続けている 

中には毎日のように遅延し改善されない事

業者も値上げ申請されている 

年間の状況を公表し認可が妥当である事を

公表した上で判断されたい 

３ 運転品質の考慮 

近年、持続可能な目標を掲げ世界が動いて

いるのにもかかわらず、例えば山手線のよう

に急加速、急減速により弱者の乗車環境を考

慮しない劣悪な事業者が増えている。 

これは人工知能を活用し低減できると思わ

れるが利権が絡んでいるのか既存の駅構造

を無視しホームドア整備ばかりが求められ、

運転品質向上が進む気配がない 

弱者の乗車環境を改善しているか評価に組

み入れる事を求める 

最低限これらの考慮がされないのであれ

ば、鉄道局の存在は不要なので規制を全廃し

自由な価格設定を認めるべきと考えます。 

た ATO（自動列車運転装置）運転や、混雑す

るラッシュ時間帯においては TASC（列車自動

駅定位置停止制御）運転を採用することによ

り、急加速・急減速を抑える取組みを行って

いるとのことです。 
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値上げ理由がわからない。便乗値上げに関し

ては反対です。外国人が増えているため外国

人のみ 3倍の値上げで対応して欲しい。 

申請者によると、今回の改定は、経年劣化

した車両や鉄道施設等の大規模更新、混雑対

策のための車両の長編成化等を着実に実施

し、昨今の物価高騰等に対応しつつ、将来に

わたって安全・安定・安心輸送の維持・向上

を図り、持続可能な経営を行うため、不足す

る費用の一部について広くお客様にご負担

をお願いするものであり、ご理解いただきた

いとのことです。 
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研究学園駅から秋葉原を普段利用していま

す。一般乗車券です。 

 

他の私鉄、ＪＲに比べ歴史的なこともあるの

だろうがきわめて距離単価が相場よりも高

い、 

これでは近隣に住もうともならないし、住ん

でいる人もとてもたまらない 

日常への買い物客や通院などの利用、観光

客、こういう利用者の事も考えなくてはいけ

ない。 

 

北総線なども値下げになった 

まだ職場への通勤の定期は会社から補助が

出るからと 

とくに学生料金などを大きく下げた。 

 

もっと広告収入増やす、もしくは映画ロケな

どフィルムコミッションなどに協力し観光

客を増やす、またロケ撮影代を取るなど 

車内ＣＭや釣り広告や窓に広告などを増や

す、駅広告を増やす、駅に店舗誘致する、自

販機の設置を許可する、高架などの下を利

用、高架下商店街など開発する、エキナカ、

エキソトを開発する。 

キャラクターグッズコラボなどで切符を売

る 

古い線路、車内備品などの鉄道備品を売る 

ふるさと納税商品に協力する。 

推しポスター、推し広告、推し電子公告、推

し文字広告などを駅などでも出せるような

のを何か開発してみる。 

こういうようなことがつくばエクスプレス

はまだ足りないように思います。 

ＪＲ駅だって秋葉原駅のところもっとやっ

ていますよね 

東京、大阪などの私鉄さんもそうです。 

 

今でも黒字で乗車数も増えている 

申請者によると、損益収支は黒字である

が、車両や鉄道施設等の経年劣化に伴う更新

等による設備投資の増加、物価上昇等による

営業費増加等により、キャッシュアウト超過

が継続・拡大し、資金収支では赤字になると

のことです。 

 

今回の運賃改定は、安全・安定・安心輸送

に必要な対応を着実に実施し、持続可能な経

営を行うために、同社の経営努力を前提とし

て、お客様にその費用の一部の負担をお願い

するものであり、ご理解をいただきたいとの

ことです。 

 

また、これまでも、駅構内や高架下への商

業施設等の誘致、鉄道廃品の販売、ふるさと

納税商品やフィルムコミッションへの協力

等を実施しているが、いただいたご提案を参

考に、今後とも、より一層の利用者増や増収

につながる施策を検討していくとのことで

す。 



それで値上げというのはどうなのでしょう

か？ 

反対ですね 

 

もっと他の私鉄の商売ノウハウなど学んで

みてください。 

お金を生むこと、利用者を増やすことなどい

ろいろできるんじゃないでしょうか？ 

 

参考例 

１ ー １０ ： 利用者数（旅客収入）を

伸ばす施策 

 

１ 座席指定列車（ＴＸ版“ロマンスカー”）

導入 

 朝夕ピークの「モーニングライナー／ホー

ムライナー」や観光特急を設定し、高単価席

を追加。 

 

２ オフピーク運賃の時間帯拡大 

 京王・東急の事例にならい、平日９：３０ 

以降も割引率を段階設定してリモートワー

カー層を呼び込む。 

 

３ イベント列車・貸切列車の常設化 

 東武「ＳＬ大樹」型の観光列車ではなく、

車内でライブや試飲会を行う“動くイベント

ホール”を提供。 

 

４ 沿線大学との“キャンパス直結バス＋定

期セット券” 

 明治大学×小田急のように、学期定期＋シ

ャトルバスをパッケージ。 

 

５ 都市型フリーきっぷのサブスク化 

 京急「みさきまぐろきっぷ」風に、ＴＸ＋

沿線バス＋飲食券を月額制で。 

 

６ 沿線ＩＣカード連携ポイント 



 Ｔｏｋｙｕ Ｐｏｉｎｔ × ＰＡＳＭ

Ｏ方式で、乗車ポイントを駅ナカ・ＥＣで即

時消化可能に。 

 

７ ダイヤに“観光寄り”クロスシート編成

を組み込む 

 週末は守谷方の一部車両をロング→クロ

スに転換し、快適性を訴求。 

 

８ 鉄道×サイクルツーリズム 

 ＴＸ全駅に“輪行ステーション”を設置し、

つくば霞ヶ浦りんりんロードへ誘導。 

 

９ 空港アクセス連携（成田・羽田） 

 北総線や京成と共同で予約制「ＴＸエアポ

ートバス」を設定し、航空利用者の流入を狙

う。 

 

１０ 夜間経路探索アプリで“終電一本前”

通知 

 遅延情報＋終電アラートをプッシュ配信

し、安心感で深夜帯乗車を下支え。 

 

１１ ー ２０ ： 広告・物販・デジタル

収入を伸ばす施策 

 

１１ 駅構内デジタルサイネージを“面”で

売るパッケージ 

 東急渋谷スクランブルスクエアの巨大ビ

ジョンのように、秋葉原駅？Ａｋｉ？Ｏｋａ

エリアを一体販売。 

 

１２ 車内音声ＣＭのＤＳＰ化 

 小田急の“Ｔｒａｉｎ Ａｄｓ”を参考に、

車内放送枠をデジタル入札制で販路拡大。 

 

１３ ＴＸ公式アプリに“乗車データ×広

告”レコメンド 

 乗車駅・下車駅に合わせてＥＣクーポンを



即時配信し、成果報酬で収益化。 

 

１４ 駅ナカ無人店舗（ＡＩレジ） 

 ＪＲ東日本の“ＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯ”

モデルを導入し、省人化でテナント誘致を容

易に。 

 

１５ ＴＸオリジナルグッズのクラウドフ

ァンディング 

 京阪「プレミアムカー」開発時のように、

先行予約でファン熱量をマネタイズ。 

 

１６ 沿線自治体とのふるさと納税返礼品

連携 

 納税者向けに“ＴＸ 乗り放題きっぷ＋体

験”を返礼品化し、手数料収入を確保。 

 

１７ 車内ＷｉーＦｉ上の“トラベルガチ

ャ”広告 

 博多ーＪＲ九州の「旅くじ」事例を応用し、

空き席区間をダイナミックプライシングで

販売。 

 

１８ ｅスポーツ大会を秋葉原車庫で開催 

 阪急うめきたサテライトのように、車両基

地をイベントスペースとして有償貸出。 

 

１９ 鉄道×ＮＦＴ乗車証明書 

 デジタル乗車券に限定アートを付与し、二

次流通時ロイヤリティを確保。 

 

２０ 駅構内ポップアップ“週間レンタル” 

 京王新宿駅の“ＫＥＩＯ ＭＡＬＬ ＰＯ

Ｐ ＵＰ”型で、Ｄ２Ｃブランドを短期誘致。 

 

２１ ー ３０ ： 不動産・まちづくり収

入を伸ばす施策 

 

２１ “駅上ホテル”＋ワーケーション特化



型 

 相鉄「ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＫＮＯＴ」方

式で守谷・研究学園にビジネス／長期滞在ホ

テルを併設。 

 

２２ 複合再開発に“保育園＋ＳＯＨＯ”を

セット 

 東急田園都市線の沿線再開発のように、若

年ファミリーの定住を促進。 

 

２３ 駅前物流ラストワンマイル拠点 

 京急×佐川の「東京ポートサウス」に倣い、

秋葉原？守谷でＥＣ当日配送拠点を賃貸。 

 

２４ 沿線農産物マルシェの常設化 

 “小田急ファーマーズマーケット”型で、

つくば野菜を駅ナカ販売しテナント料確保。 

 

２５ スマートシティ型ＰＰＡ（自家消費太

陽光＋ＥＶシェア） 

 東急多摩田園都市のＰＰＡモデルを応用

し、駅ビル屋上に発電設備を設置して電力販

売。 

 

２６ “駅チカ保健所”＆メディカルモール

誘致 

 地方私鉄で実績高い高齢化対応事業。テナ

ント料＋来院客の乗車需要を創出。 

 

２７ 鉄道資産の“屋根貸し”電波塔ビジネ

ス 

 阪急阪神不動産×楽天モバイルの基地局

設置モデルをＴＸの高架下にも展開。 

 

２８ 未利用地をキャンピングカー基地に

転換 

 西武「ところざわサクラタウン」周辺のＲ

Ｖパーク事例を活用し、短期賃料収入＋観光

需要喚起。 



 

２９ 沿線大学と連携した“研究開発拠点シ

ェアオフィス” 

 研究学園駅周辺に、筑波大・産総研のスタ

ートアップ向けＲ＆Ｄオフィスを整備。 

 

３０ 地方創生テレワーク拠点＋移住促進

住宅 

 長野電鉄「信州リゾートテレワーク」にな

らい、霞ヶ浦・筑波山麓にサテライトオフィ

ス＋定住住宅を開発し、住宅分譲益と通勤定

期を同時に獲得。 

 

３１ ＴＸフィルムコミッション（ＴＸ？Ｆ

Ｃ）設立 路線沿線・車両基地をロケ地とし

て一括仲介。撮影許諾・安全管理をパッケー

ジ化し、ロケ使用料＋沿線ＰＲ動画制作をセ

ットで販売。 

３２ 「ＴＸロケ地めぐりモバイルスタンプ

ラリー」 ロケ受入作品の公開後に、劇中シ

ーンと同アングルを撮影→ＳＮＳ投稿でデ

ジタル特典（限定乗車券アート）を配布し、

観光周遊を促進。 

３３ 全車両・窓貼り「視界ジャック」広告 

車内窓ガラスを透過フィルムで全面ラッピ

ング。海外地下鉄で人気の“外は見える／中

は広告”仕様を導入し、高単価枠を創出。 

３４ 高架下“ＴＸ ＵＲＢＡＮ ＴＥＲＲ

ＡＣＥ”プロジェクト 秋葉原？浅草間の高

架下に、スモールオフィス・クラフトブルワ

リー・ライブハウスを集積。月額賃料＋イベ

ント連動乗車需要を獲得。 

３５ 駅ナカ「無人冷凍グルメ自販機」横串

展開 ＪＲ東の駅弁自販機モデルを応用し、

つくば・守谷の人気ラーメン／餃子など冷凍

食品を２４ｈ販売。売上ロイヤリティを収益

化。 

３６ キャラクター切符 × 限定ＮＦＴ 

セット販売 既存の硬券コラボに加え、ＮＦ



Ｔ乗車証明書（２次流通ロイヤリティ付）を

バンドル。限定１０００セット即日完売を狙

う。 

３７ ＴＸ公式オンライン“鉄道備品オーク

ション” 廃車発生品・旧駅看板・行先方向

幕などを定期オークション化。メンテ履歴付

きでコレクター価格を最大化。 

３８ ふるさと納税「研究学園スマートシテ

ィ体験キット」 ＴＸフリーパス＋モビリテ

ィシェアクレジット＋沿線ホテルクーポン

をセットにし、ＴＸが事務代行手数料を確

保。 

３９ 乗務員アテンダントによる「声の広

告」 運転士・車掌による駅間アナウンスの

余白に、期間限定でスポンサー企業の「一言」

を読上げ。温かみ＋高認知で差別化。 

４０ 「沿線クラフトビール列車」チャータ

ー ＴＸ車庫内で乗車受付→車内で沿線４

ブルワリー飲み比べ＋フードペアリングイ

ベント。貸切料金＋物販手数料を獲得。 

４１ ＡＩ混雑予測 × 広告ダイナミッ

クプライシング 車内ＩｏＴセンサーで時

間帯別乗客数を可視化し、閑散枠の広告料金

を自動ディスカウント。広告主の投資効率を

高め販売量を拡大。 

４２ 「ＴＸ ｅーＳｐｏｒｔｓ Ｅｘｐｒ

ｅｓｓ」臨時列車 車両を ＬＡＮ 配線＋

ゲーミングモニターでジャックし、車内トー

ナメントを開催。ＹｏｕＴｕｂｅ配信権料＋

協賛金を収益化。 

４３ 駅前空き地を「移動式シネマ」で暫定

活用 モバイルシアター事業者と提携し、週

末は野外映画館として有償貸出。ロケ利用→

上映イベント→観光回遊の導線を循環。 

４４ 沿線大学「卒業制作展 ｉｎ ＴＸス

テーションギャラリー」 駅構内通路に美

大・農工大の卒展エリアを提供。学校負担で

展示什器導入→ＴＸはスペース料＋広告を

取得。 



４５ 「ＴＸ ＲＥＵＳＥ ＬＡＢ」？廃

車材アップサイクル商品化 古レールで作

るカトラリー、座席モケットで作るトートバ

ッグなどをファブ施設で共同制作し、ＥＣで

販売。 

10 

つくばエクスプレスは首都圏、関西などの私

鉄に比べ、運賃がかなり高い。 

しかし、あまり広告で収益を上げる、という

努力をあまりやって今いようなので、まず

は、広告収入を増やしたり、駅構内外に飲食

店を誘致するなどして利用者の利便性を向

上させることもやってから、運賃値上げを考

えてほしい。 

もっと駅ビル開発や住みたい街、暮らしやす

い街、買い物に訪れたい街、遊びに行きたい

街、通勤、通学したい街こういうことをすべ

きだ。 

例えば、その結果、紀ノ国屋や成城石井の

ような高級スーパーや駅ビル直結居酒屋、バ

ル、喫茶店、図書館、美術館、オフィスビル

が他の市町村の駅ビルではあるのにつくば

や守谷にはないことなどもよくつくばでも

話題になる。 

申請者によると、開業当初から駅構内や駅

高架下への飲食店を含む商業施設等の誘致、

高架下を活用した子育て支援施設・学童保育

所等の整備等を推進し、つくばエクスプレス

線の利用者や沿線住民の利便性の向上を図

っているとのことです。今後も駅構内におい

て、コンビニエンスストアの新設や催事事業

の強化、商業施設の新規開発検討等を推進す

るほか、沿線の自治体や企業等と連携して、

沿線地域の活性化、沿線価値向上に貢献して

いきたいとのことです。また、増収策等の検

討は重要な課題と認識しており、いただいた

ご提案については、今後の計画の参考とさせ

ていただくとのことです。 
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NHK の記事でも 

JR グループなどは、不動産開発事業も自社で

行っていますが、渡邊社長は、「開発業者にな

るつもりはない」と強調していました。 

 

つくばエクスプレス開業２０年 渡邊良社長

インタビュー 運賃値上げは？混雑対策は？

まちづくりへの貢献は？  

https://www.nhk.or.jp/mito/lreport/arti

cles/300/207/32/ 

 

しかし鉄道会社が最初に開発しなければ

町が活性化しないので呼び寄せるというも

の（他社で言うと遊園地やショッピングセン

ター、オフィスビル、美術館、博物館、スタ

ジアムなど）が育たないため、単なるベット

申請者によると、つくばエクスプレスは、

「大都市地域における宅地開発及び鉄道整

備の一体的推進に関する特別措置法」に基づ

く特定鉄道として整備された路線であり、鉄

道事業を運行する同社と、沿線開発の主体や

宅地開発を進める自治体等の関係者の間で

役割分担されて整備されてきた経緯があり、

現在に至っているとのことです。今後は、沿

線自治体、開発事業者等の様々な関係者との

連携を深め、駅・高架下からつながる沿線ま

ちづくり等に取り組み、沿線価値の向上に貢

献していきたいとのことです。 

 

https://www.nhk.or.jp/mito/lreport/articles/300/207/32/
https://www.nhk.or.jp/mito/lreport/articles/300/207/32/


タウン化してしまう、そのため、駅前も素通

りするだけで賑わいがない、そして外部から

の利用者も増えない。これはつくばエクスプ

レスの致命的な欠陥です。 
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通勤手当等のない沿線住民として、利用負担

が増え続けていることに懸念を感じます。 

2023年 12月には普通回数乗車券、時差回数

乗車券、土・休日割引回数乗車券、往復乗車

券が廃止され、土休日に回数券を利用してい

たケースだと片道あたりの運賃が 28.5%も上

がりました。 

今回は 8％程度の増額を伴う申請となってい

ますが、このような運賃見直しが連続すると

自宅から他都市へのアクセス悪化に直結し

ます。 

また、自家用車で往復したほうが安価かつ便

利になり、環境保護に反する面もあると考え

ます。 

運賃の全体的な値上げだけではなく、利用

回数に応じた動的な割引など、負担軽減策を

同時に検討するべきではないでしょうか。 

申請者によると、利用回数に応じた割引な

ど、お客様の負担を軽減するための施策につ

いて、検討する予定とのことです。 
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普通旅客運賃や通勤定期旅客運賃が上がる

一方で、通学定期旅客運賃が下がる理由につ

いて、認可申請書の別紙２「変更を必要とす

る理由」を見ても分からない。理由について

具体的に教えてもらいたい。 

申請者によると、日本全体で少子化が進行

するなか、子育て世代が沿線に定着すること

は、つくばエクスプレス線及びその沿線の発

展にとって重要であると考えているとのこ

とです。こうした考えに基づき、世代を超え

て愛される鉄道を目指す同社の経営戦略と

して、子育て世代の負担軽減を図る運賃施策

を打ち出したものとのことです。 
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意見:競合する東日本旅客鉄道と同時期の運

賃変更であり独占禁止法で禁止されている

カルテルに相当する可能性があること、儲か

っているはずなのに実質粉飾申請までして

赤字っぽく見せることで不当な値上げを図

ろうとしており、鉄道事業法の趣旨に反する

ため、普通運賃値上げに断固反対である。 

 

理由:そもそもつくばエクスプレスを運営す

る首都圏新都市鉄道の運賃は競合する東日

申請者によると、ご指摘のような粉飾やカ

ルテルに該当することは行っておらず、「中

小民鉄事業者の収入原価算定要領」に基づい

て算出した収入及び原価をもとに申請を行

ったとのことです。 

 

国土交通省としては、今般の申請について

は、鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、収

入と原価を審査し、運輸審議会に諮問を行っ

た上で認可いたしました。 



本旅客鉄道のうち幹線運賃を参考にしてい

るとされる。がこの 16.2 円/km という賃率

は関東大手私鉄と比べ割高で、初乗り 168円

というのもどの関東大手私鉄と比べても高

く、そもそもの運賃が割高である。2020年～

2024 年の物価約 20%上昇で低廉な運賃で維

持できなくなったためやむなく運賃を値上

げするのであれば致し方ないし、運賃改定を

行うにあたり維持費削減のための減車減便

を行ってから運賃改定を行う各社が多い中、

減便どころか増発し昼間に空いている快速

の減便もしない、そもそも割高な運賃設定を

行っている首都圏新都市鉄道つくばエクス

プレスの運賃改定は運賃値上げに関する要

件を満たしていないのではないか。 

 

運賃上限認可申請書によればつくばエクス

プレスを運営する首都圏新都市鉄道は 2023

年度実績で年間 65 億円の黒字となっている

(なお毎年半期ごとに収支をプレスリリース

にて公表しているため、大幅な黒字であるこ

とに間違いない)。しかも収支率 65.3%、つま

り営業係数 65.3 ととても経営が良いのであ

る。運賃改定申請を行う鉄道会社が営業係数

90 以上が多く少なくとも 80 以上の中 65.3

という優良成績を収めているということは

つくばエクスプレスを運営する首都圏新都

市鉄道は儲かっているはずだ。 

 

しかもつくばエクスプレス沿線の生産年齢

人口は増えており、今後も人口増加が見込ま

れている。利用者は今後も増え値上げしなく

とも増収見込みが立っている。 

 

一方つくばエクスプレスと競合する JR 常磐

線を運営する東日本旅客鉄道は 300億円の 3

年もの実質無利息社債を 2 回調達するほど

経営繰りが傾いている。正直 JR 東日本は運

賃値上げしないと潰れる、そのレベルまで来

そのほか、いただいたご意見については、

今後の鉄道行政の参考とするとともに、関係

するご意見については申請者にお伝えいた

します。 

 



ている。その破産寸前の状況である JR 東日

本の運賃改定率が幹線運賃で 4.7%の値上げ

としている。 

 

にもかかわらず JR 東日本幹線運賃を参考に

運賃を設計したつくばエクスプレスが JR 東

日本を上回る普通運賃 8.2%、通勤定期 20.2%

の値上げ申請を行ったのである。おいおいそ

もそも運賃が関東大手私鉄と比べ割高で儲

かっているのに破産目前の JR 東日本よりも

運賃を値上げしているというのは理解しが

たい。 

 

この黒字を粉飾するために、首都圏新都市鉄

道では配当金所要額を 300 億円という法外

な設定にしてあたかも赤字が多いように見

せているほか、収入原価総括表の提出がな

い。それは収入原価総括表を提示したら黒字

で運賃値上げしなくても問題ないことがす

ぐにばれてしまうからではないのか。国土交

通省の定めた原価コストを無視して、しかも

算出方法を見直し値上げに有利にするよう

になったのに(この値上げに有利になった点

に関しては労務環境の向上も含まれている

ため適正範囲内で実施すべきであるが)、そ

れでも公表しないということは、新たに見直

した原価コスト基準で収入原価総括表を作

っても値上げするに至らないからではない

か。そんあ国策に反する値上げを認可しては

ならない。 

 

また首都圏新都市鉄道は上場企業ではない

し、そもそも上場企業でも配当金として支払

うのは利益の半分程度までであることを踏

まえると、赤字にしてまで配当金を支払う方

がおかしい。運賃値上げする前に配当金を引

き下げるべきではないか。 

 

もっとも通勤定期の大幅な値上げについて



はつくばエクスプレス線沿線に官公庁やみ

なし官公庁が多く値上げしても有無を言わ

さず支払ってくれるためと察しているが、そ

うであれば通勤定期の割引率を縮小すれば

いいだけの話であってそもそも割高な普通

運賃を値上げする必要はない。 

 

そもそも鉄道事業法の運賃上限認可申請の

趣旨にのっとれば、市民生活に根付いている

鉄道運賃を儲かっているのに不用意に値上

げすることを認可制度によって封じている

はずである。なんなら 1997 年の制度改定で

厳重化したはずだ。もっとも通学定期運賃の

値下げ、こども IC 運賃の値下げを届出では

なく認可申請に記載していることを踏まえ

ると国土交通省側も相当な調整と要求を行

ったと察するが、そんなにおかしいのならそ

もそも申請を却下すべきではないか。 

 

また競合する東日本旅客鉄道の運賃変更予

定と同時期の 2026 年春実施予定であるこ

と、JRバス関東の高速つくば号の運賃改定状

況を見ての運賃値上げであることを踏まえ

ると、儲かっているはずにもかかわらず首都

圏新都市鉄道つくばエクスプレス線の値上

げを図るのは独占禁止法で禁止されている

カルテルに当たる可能性が高い。 

 

よって今回の運賃変更認可のうち普通運賃

値上げ分については断固不認可・却下とすべ

きである。 

 

以上 
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値上げ自体はやむを得ない物と考えるが、男

性差別でありトランスジェンダーの方への

差別で女性特権である女性専用車両は即時

廃止してほしい。 

特につくばエクスプレス線は 6 両編成と短

く、混雑均平化の観点からも防犯カメラの整

申請者によると、車内防犯カメラを全車両

に整備済みであるが、女性専用車について

は、痴漢被害撲滅を目的として鉄道事業者と

してできる対策の一つとして、お客様にご協

力をいただく形で運用させていただいてい

るものであるためご理解・ご協力をいただき



備で代替すべき。 

続ける場合は女性価格として通勤定期券

から 1.17倍加算した運賃を徴収すべき。 

たいとのことです。 
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[ＣＢＭ、規格統一等への取り組みについて] 

同業他社間で車両、車両部品の共通設計化

や、施設、車両保守等のＣＢＭ化（状態基準

保全への移行）といった、省力化、省人化へ

の会社の垣根を超えた協業の取り組みが進

んでいます。 

申請者においても同業他社と技術協力や情

報交換を行い、同様の取り組みへの参画や省

力化、省人化に資する設備、技術の導入など、

コストダウンと安全、安定輸送を両立し、持

続的な鉄道事業運営を可能とするための施

策に取り組んで頂きたいと思います。 

なお、施策の実施にあたり、安全第一である

ことが大前提ですので、その点に留意頂くこ

と、また、従業員の方の負担が最小限になる

ようにするとともに、省力化、省人化による

要員数の見直しなどが発生する場合、従業員

の方の処遇について、本人の希望を尊重し十

分に配慮願います。 

 

具体例 

〇線路モニタリングシステムの営業車両へ

の装着を行うこと 

〇ＶＶＶＦ制御方式の採用、「制御伝送装置」

等の搭載がある鉄道車両において、機器によ

る自動検査機能やデータ蓄積機能を活用し、

部品交換周期、定期検査周期の延伸を行うこ

とや、検査体系そのものを見直すなど。 

〇東京メトロ、東武鉄道の日比谷線直通車両

等のように、基本設計を共通化することで製

造コスト、メンテナンスコストを削減するこ

と。 

 

 

 

なお、申請者において既に取り組んでいるこ

省力化、省人化の取組みについて、申請者

によると、全ての車両で VVVF 制御方式を採

用しており、電力を効率的に使用することに

よって省エネを図るほか、車両（TX-3000）で

は、共通化された車体を採用しているとのこ

と。今後も、同業他社と技術協力、情報交換

等をしながら、車両や鉄道施設等において部

品や設計の共通化をはじめとしたコストダ

ウンと安全確保の両立を図り、従業員の働き

方の変化にも配慮しつつ、「安全・安定・安心

輸送の確保」に向けた取組みを進めていくと

のことです。 

 

意見２について、申請者によると、賃金制

度上、年齢による昇給停止や長期間同一階級

に留まった場合の昇給額減額の仕組みはあ

るが、人件費総額の抑制を目的とした基本給

減額制度は無いとのことです。また、人的資

本投資を強化して、従業員のエンゲージメン

トの向上等に資する取組みを推進すること

としており、ベースアップの実施や福利厚生

の充実のほか、駅事務室の什器等の更新や休

養室等の諸設備の改修等の就労環境改善に

取り組んでいるとのことです。今後とも、社

会情勢の変化等を踏まえつつ、経営体力の範

囲において、労働条件及び就労環境の向上に

継続的に取り組んでいくとのことです。 

 

意見３について、申請者によると、駅業務

や車両等の保守業務を委託する子会社は有

していないとのことです。 

 

意見４について、申請者によると、物品購

入や業務委託等を行う際には、可能な限り複

数業者間での相見積もりを行うなど、費用の

圧縮に努めており、今後も、引き続きコスト



とがあれば、可能な範囲でご教示をお願いし

ます。 

 

意見２ 

[増収分の人件費転嫁および、労働環境改善

への充当について] 

労働人口が減少する中、人材獲得競争も激化

していること、また、物価高により社員の方

の生活も負担が増していると考えます。 

持続的な鉄道事業運営のため、下記について

継続して検討、実施をお願いします。 

 

〇今回の運賃改定による増収分を人件費に

も転嫁し、人材の確保、定着と帰属意識、モ

チベーションの向上により、持続的な鉄道事

業運営を行うことが出来るよう、継続的な基

本給のベースアップや手当の新設（家賃、住

宅ローン負担額の補助など）、福利厚生制度

の充実など、経営体力の範囲内において最大

限の待遇改善を継続して行うこと。 

（申請者に協力会社や下請け会社がある場

合、待遇改善、物価上昇や経費増に対する経

営支援の原資として、外注費や委託費におけ

る労務費や経費分を増額することも含みま

す） 

 

〇従業員の方が働きやすい環境作りのため、

従業員の方の意見も取り入れながら、老朽化

した現業事務所の建て替え、仮眠室の個室化

や作業場所の暑さ、寒さ対策といった労働環

境の改善を継続して行うことで、労働安全衛

生への配慮や、従業員満足度の向上を図るこ

と。 

 

なお、申請者において待遇改善や職場環境改

善のため既に取り組んでいることがあれば、

ご教示願います。 

 

意見２の２ 

の低減に努めていくとのことです。 

 

意見５について、申請者によると、障がい

者割引による減収分は今回の改定において

考慮していないとのことです。障がい者割引

については、障害のある方の社会参加を支援

する目的から導入していますが、あらゆるお

客さまがご利用しやすい環境整備について、

引き続き国や自治体等と協力して進めてい

きたいとのことです。 

 

意見６について、申請者によると、関係法

令等に基づき適正に対応しておりますが、今

後パートナーシップ構築宣言等、他社の取組

みを参考に、検討していくとのことです。 

 

意見７について、申請者によると、熱中症

対策については必要な対応を随時実施して

いるとのことです。また、乗務員の運転時に

おける疲労・ストレス軽減のため、保護メガ

ネ（サングラス）の貸与を既に導入しており、

今後も、安全性向上や労働環境改善のための

取組みを検討、実施していくとのことです。 

 

確認事項１について、申請者によると、平

成 27年 3月に残業時間について 36協定の内

容と勤務実態の整合性が取れていないこと

に対して、上野労働基準監督署から是正勧告

を受けているが、過重労働を指摘されたもの

ではないとのことです。その後、労使間で 36

協定を勤務実態に合わせた形で締結し、法令

や 36 協定に違反するような過重労働等は発

生していないとのことです。今後も、法令や

36協定を遵守し、就労環境の改善に努めてい

くとのことです。また、協力会社や業務委託

会社に対しては、コンプライアンス相談窓口

を設置し、相談等受け入れの体制を取ってお

り、これまでに相談の事例はないとのことで

す。 

 



[人事賃金制度についての質問、要望事項] 

また、以下に挙げる事項について、留意願い

ます。 

 

確認事項 

 

〇人件費総額の抑制を目的として、一定の年

齢以上となると基本給が減額となっていく

「基本給減額制度」や、同一職級に留まって

いると昇給額が抑制される、もしくは昇給そ

のものが停止される制度や、年齢等による昇

給停止制度は申請者の人事賃金制度として

制度化されているのでしょうか。 

 

要望事項 

〇待遇改善においては、初任給の増額や若年

層の改善にスポットを当てるあまり、賃金カ

ーブの変更により中堅層以上の昇給額を抑

制すること、基本給を増額する代わりに賞与

を減額して調整する、または手取り額が減少

となるような手当の廃止を行うなど、いわゆ

る「不利益変更」にあたる制度変更は行わな

いでください。 

（会社を担う中堅層など要の世代の方の離

職者の増加やモチベーションの低下を招き、

技術の継承が途絶することや、人員不足によ

る運行への支障が発生する恐れがあるため） 

 

〇年功序列制を基本とした賃金制度を維持

してください。一部同業他社でみられるよう

な、極端な成果主義要素の導入、ジョブ型雇

用制度の導入、拡大は却って士気の低下を招

く恐れもあるため、慎重に検討をしてくださ

い。 

 

〇年功序列を維持しつつ、成績優秀者には定

期昇給額への加算や賞与を増額することや、

昇給昇格試験の早期受験資格付与など、モチ

ベーション向上に資する制度の構築を行っ

確認事項２について、申請者によると、「中

小民鉄事業者の収入原価算定要領」に基づい

て原価を算定しているとのことです。具体的

には、人件費上昇の考慮にあたっては過去５

年間の定期昇給率の平均（2.49%）を、物価上

昇の考慮にあたっては消費者物価指数の過

去 5年平均変化率（修繕費の場合 3.09%）を

使用しているとのことです。 

 

確認事項３について、申請者によると、ご

指摘のような減価償却費の前倒し計上は行

っていないとのことです。 

 

確認事項４について、申請者によると、平

成 31 年 2 月に総合基地構内にて発生した鉄

道物損事故は、ブレーキ調整中の試験車両で

過走防護機能の動作試験を線路終端に近い

位置で行ったことが原因であり、これを受け

て当該試験のマニュアルの見直し及び係員

への教育訓練の実施、試験実施場所を変更す

るなど再発防止対策を講じるとともに、今後

とも安全管理体制の強化に努めていくとの

ことです。また、TX-3000系は、導入当初に

初期故障が発生していましたが、現在は他の

車両と同程度まで減少しており、その車両部

品についても、予備品を含め適切な量を確保

しているとのことです。さらに、鉄道諸設備

や車両機器等については、適切に修繕、更新

する計画を立てて実施しており、今後も、引

き続き安全・安心・安定輸送の確保に努めて

いくとのことです。 

 

確認事項５について、申請者によると、今

回の改定内容は、他社線の運賃等の状況を踏

まえつつ、お客様にとって過度な負担増にな

らないように配慮して設定しているとのこ

とです。運賃改定にご理解いただき、安全・

安定・安心輸送の確保に必要不可欠な設備投

資等を着実に実施するとともに、引き続き安

全性と生産性を両立した事業運営に努め、持

続可能な経営を行っていくとのことです。 



てください。 

 

〇先述の確認事項のような制度（基本給減額

制度など）が既に制度化されている場合に

は、少子高齢化や晩婚化等の社会情勢の変

化、年金受給年齢の引き上げに伴う定年延長

制度を導入する会社も増加するなど、社会全

体での生涯設計の高齢化の加速といったこ

とも考慮し、制度の縮小（昇給停止年齢の引

き上げ等）や廃止に向けた協議を労使間で行

われるように希望します。 

 

参考 

https://www.jtsu-

b.org/_files/ugd/0bd80d_3c8e8e4916704a7

79f6abcd56480d574.pdf 

https://www.jtsu-

b.org/_files/ugd/0bd80d_29aad68201414d2

a9b89da125bb070a5.pdf 

 

意見３ 

[鉄道事業の子会社委託等について] 

同業他社において、駅業務や車両保守業務等

の子会社委託が行われています。 

過去には関西でも阪急電鉄にて、駅業務や車

掌業務の子会社委託化が行われた事例があ

りますが、「偽装請負」の可能性や、同一業務

でありながら賃金や福利厚生面での待遇格

差が生じることによるモチベーションの低

下等の問題が生じ、電鉄本体への転籍、直接

雇用に切り替えたという事例がありました。 

ＪＲ東日本の委託子会社では、ＪＲ本体と比

較して待遇が低いため、離職者も多く、一旦

委託にした所を直営に戻すような動きも出

てきています。 

 

少子高齢化による労働人口減少といった環

境の中、他の業界でも採用難が発生している

と聞いており、鉄道業界においてもそれは同

 

https://www.jtsu-b.org/_files/ugd/0bd80d_3c8e8e4916704a779f6abcd56480d574.pdf
https://www.jtsu-b.org/_files/ugd/0bd80d_3c8e8e4916704a779f6abcd56480d574.pdf
https://www.jtsu-b.org/_files/ugd/0bd80d_3c8e8e4916704a779f6abcd56480d574.pdf
https://www.jtsu-b.org/_files/ugd/0bd80d_29aad68201414d2a9b89da125bb070a5.pdf
https://www.jtsu-b.org/_files/ugd/0bd80d_29aad68201414d2a9b89da125bb070a5.pdf
https://www.jtsu-b.org/_files/ugd/0bd80d_29aad68201414d2a9b89da125bb070a5.pdf


様であると推察しますが、持続的な鉄道事業

運営を行っていくためには、コストダウン優

先の人事施策よりも、貴重な人材である従業

員の方一人一人が会社に定着し、力を発揮

し、適切な待遇や福利厚生のもと安心して仕

事を行える環境を整えることが重要だと考

えます。 

 

下記の法令等も踏まえ、鉄道事業における運

転、駅業務、施設、車両保守等の子会社委託

の検討については、安全確保や技術継承等に

支障があると判断される場合には、施策の中

止も含めて検討を行ってください。 

既に行われている場合には、「意見２」におけ

る待遇の改善を進めることと並行して、段階

的な委託体制の見直しを行うことも選択肢

として含め、持続的な鉄道事業運営の実現に

資する検討を行ってください。 

 

２００８年１２月１８日付 読売新聞 

「阪急は「コスト減より安全」…子会社駅員

ら８４０人本社雇用」 

（元記事が閲覧不可のため、「動労千葉を支

援する会」ＨＰより引用） 

http://doroshien.starfree.jp/wp-

content/uploads/2023/10/gaityuuka39.pdf 

 

※ 輸 送 サ ー ビ ス 労 組 八 王 子 地 本 

2025.03.12 

組合：なぜ奥多摩駅を直営化に？  

会社：JESSの社員年齢が高く、人手不足もあ

り、また社員の活躍フィールド拡大のためで

ある。 

https://www.jtsu-e-

hachioji.com/_files/ugd/7466df_056f5dfd

ff17449fbff3bd19e3deacb0.pdf 

 

〇鉄道事業法 第十八条の二 輸送の安全

性の向上 

http://doroshien.starfree.jp/wp-content/uploads/2023/10/gaityuuka39.pdf
http://doroshien.starfree.jp/wp-content/uploads/2023/10/gaityuuka39.pdf
https://www.jtsu-e-hachioji.com/_files/ugd/7466df_056f5dfdff17449fbff3bd19e3deacb0.pdf
https://www.jtsu-e-hachioji.com/_files/ugd/7466df_056f5dfdff17449fbff3bd19e3deacb0.pdf
https://www.jtsu-e-hachioji.com/_files/ugd/7466df_056f5dfdff17449fbff3bd19e3deacb0.pdf


「鉄道事業者は、輸送の安全の確保が最も重

要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性

の向上に努めなければならない。」とされて

いますが、採用数に対し離職者が上回ること

や、採用予定人数を充足せずに人手不足が解

消されないといった事態が発生している場

合、技術の継承などに支障が生じ、鉄道事業

における安全性の維持、向上が図られない可

能性がある。 

 

〇ＳＤＧｓの観点 

ＳＤＧｓ目標８「働きがいも経済成長も」に

基づき、 待遇改善を含む働きがいの確保は

事業持続性にも寄与する。 

 

意見４ 

[経費節減への取り組みについて] 

物品購入やサービスの契約締結、または作業

の委託契約等において、可能な限り 

複数業者間での相見積もりを行うなど、費用

の圧縮に努めてください。 

また、意見１における「同業他社との車両、

車両部品の共通設計化」が進んだ場合に共同

購買を行う体制の整備を行うことや、線路設

備等測定機器の他社との共同リースなど、安

全確保を第一としつつ、更なるコスト低減に

向け検討を行ってください。 

（但し、意見６について留意すること） 

 

意見５ 

[障害者割引について] 

割引による減収分について、国の運賃制度上

は運賃への転嫁ができる事となっています

が、今回の改定分には含まれているのでしょ

うか。 

割引の減収分について、持続的な事業運営の

観点からは原則として公費負担となること

が望ましいと考えるため、他事業者や業界団

体と共同で国や自治体等へ働きかけを行っ



てください。 

 

意見６ 

[資材調達等における価格転嫁の促進につい

て] 

物価、エネルギー費用、輸送コスト等の上昇

が続いていること、また政府も掲げている持

続的な賃上げを実現し、経済の好循環を促進

する観点からも、申請者の取引先（受注者）

が適切な価格転嫁を行うことが出来るよう、

下請法などの関係法令や「労務費の適切な転

嫁のための価格交渉に関する指針」といった

公的な指針、ガイドラインを踏まえ、取引先

との良好なコミュニケーションを図ること

で、適切な価格転嫁がなされるように取り組

みをお願いします。 

 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/uny

oukijun/romuhitenka.html 

 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/uny

oukijun/romuhitenka/romuhitenka2.pdf 

 

また、会社全体で適切な価格転嫁に取り組む

姿勢を対外的に示すものとして、下記１．も

しくは２．いずれかの方法について実施の検

討をお願いします。 

 

１．「パートナーシップ構築宣言」の宣言を行

うこと 

 

２．「「労務費転嫁指針」への取り組み方針に

ついて」等の方針を制定し、ホー 

ムページ上などで公表を行うこと 

 

「パートナーシップ構築宣言」（JR西日本） 

https://www.biz-

partnership.jp/declaration/74006-08-00-

osaka.pdf 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka/romuhitenka2.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka/romuhitenka2.pdf
https://www.biz-partnership.jp/declaration/74006-08-00-osaka.pdf
https://www.biz-partnership.jp/declaration/74006-08-00-osaka.pdf
https://www.biz-partnership.jp/declaration/74006-08-00-osaka.pdf


 

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に

関する指針」への取組方針について（NHK） 

https://www.nhk.or.jp/chotatsu/links/te

nkahoushin.pdf 

 

意見７ 

[制帽、ヘルメットの着用規定緩和やサング

ラス着用について]（未実施の場合） 

熱中症対策として、乗務員の方や作業員の方

に対し、乗務員室内や客室内での乗務、添乗

時などは着用義務を緩和することについて

検討を行ってください。 

そのほかにも、既に実施済みの運転士の方へ

のサングラス（保護メガネ）の着用などのよ

うに、安全性の向上と労働環境改善に資する

取り組みの実施をお願いします。 

 

 

[確認、要望事項（申請者宛）] 

 

１．同業他社（相模鉄道）において、人員不

足による過重労働が発生しているとの報道

がありました。社内および協力会社、業務委

託会社内で同様の状況が発生していないか

確認をお願いします。 

 

過去にはインターネット記事にて、申請者の

現場社員が疲弊しているとの指摘も上がっ

ています。 

 

記事引用ここから↓ 

 

もう一つの問題点として、現場の社員の疲弊

が挙げられる、とこの社員は明かす。労使協

定の１日４時間を超える長時間残業などが

労働基準法違反にあたるとして、上野労働基

準監督署が２０１５年３月に会社に是正勧

告と指導を行ったことは、以前の記事で触れ

https://www.nhk.or.jp/chotatsu/links/tenkahoushin.pdf
https://www.nhk.or.jp/chotatsu/links/tenkahoushin.pdf


た。 

 

その後、会社は駅員の場合、２４時間の泊ま

り勤務の後に可能な残業時間を１０時間と、

協定の内容を変えた。指導を受けて長時間残

業を是正するのではなく、協定を変えて残業

時間を伸ばしたのだ。現場の社員が慢性的な

長時間残業や休日出勤をしながら、ギリギリ

の状態で人員を回している状況は、現在も変

わらないという。 

https://gendai.media/articles/-

/63524?page=4 

 

記事引用ここまで 

 

上記のような状態は解消されたのでしょう

か。 

法令や 36 協定に違反する状態でなかったと

しても、欠員による残業や休日出勤等が常態

化している場合には、疲労が蓄積することに

より健康を害する恐れや、ヒューマンエラー

によるヒヤリハット・事故を誘発する可能性

もあるため、こうした問題を解消していくこ

とや、労働基準監督署などから指摘を受ける

ことの無いように務めてください。 

https://biz-

journal.jp/company/post_385420.html 

 

２.今回の運賃改定において申請にあたり用

いた人件費・物価上昇率の算定方法につい

て、回答をお願いします。 

 

３．今回の申請にあたり、新算定要領内の「政

策的に必要性の高い設備投資に対応す 

る減価償却費」に該当するものがあり、減価

償却費の前倒し計上を行っているのでしょ

うか。 

また、該当するものがあれば、開示可能な範

囲にてご教示をお願いします。 

https://gendai.media/articles/-/63524?page=4
https://gendai.media/articles/-/63524?page=4
https://biz-journal.jp/company/post_385420.html
https://biz-journal.jp/company/post_385420.html


 

４．過去のインターネット記事にて、車庫構

内での脱線事故など、安全管理体制の不備が

指摘されています。 

https://gendai.media/articles/-

/63524?imp=0 

 

つくばエクスプレスで異常多発 内部告発

が問う“新型車両”の問題点 

https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2

020/05/01/news-64/ 

 

下記について確認の上、回答をお願いしま

す。 

 

・記事内で指摘されているような、安全管理

体制の不備についての改善の有無 

・最新鋭の 3000 系電車も含め、車両故障が

多発していたとの指摘がありますが、現在は

改善されているのか。また、十分な車両部品

の予備品確保がなされているか 

・線路設備、車両機器等の計画的なメンテナ

ンス及び更新計画の策定・実施がなされてい

るか 

 

５．収入原価総括表の収支率が、申請通りに

認可された場合でも 75％程度と原価を賄う

には至らない水準となっています。この理由

についてご教示をお願いします。 

また、この内容で当面の事業運営に支障は

ないとみて良いのでしょうか。 
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 物価高騰等も鑑み、運賃改定には賛成の立

場です。 

引き続き安全運行をお願いします。 

 

鉄道局担当者様 

 

今回の申請について、「ＪＲ旅客会社、大手民

鉄及び地下鉄事業者の収入原価算定要領」の

申請者によると、今後も引き続き安全・安

心・安定輸送に努めていくとのことです。 

 

鉄道事業法第 16 条に基づき、鉄道運送事

業者が運賃の上限を変更する場合は国土交

通大臣の認可を受けなければならないこと

とされていますが、鉄道事業法第 64 条及び

同法施行規則に基づき、「鉄道線路の使用条

https://gendai.media/articles/-/63524?imp=0
https://gendai.media/articles/-/63524?imp=0
https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2020/05/01/news-64/
https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2020/05/01/news-64/


（別表１） に申請者は含まれていないので

すが、運輸局ではなく本省所管の運賃改定申

請となった理由を教えていただけないでし

ょうか。 

また、申請者は今後別表に追加される予定で

しょうか。 

件及び譲渡条件並びに旅客の運賃及び料金

の認可の権限の委任に係る鉄道事業者及び

軌道経営者を定める告示」に定められた鉄軌

道事業者に関してはその権限を地方運輸局

長に委任しているところです。首都圏新都市

鉄道は同告示に定められていないため、運賃

の上限を変更する場合、国土交通大臣の認可

を受けなければならないこととなっていま

す。 

 

なお、申請者によると、今般の申請にあた

り、「中小民鉄事業者の収入原価算定要領」に

基づいて収入及び原価を算定しているとの

ことです。 

 


